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南会津郡下郷町

令 和 ８ 年 度

下郷町簡易水道事業会計予算書





議案第５１号

（総　則）

第１条　令和８年度下郷町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)　給水戸数　　　　　　  1,858戸

(2)　年間総給水量　　　　453,681㎥

(3)　一日平均給水量　　　  1,243㎥

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　収　　　　　　入

第１款　簡易水道事業収益    299,697千円

　第１項　営業収益    104,041千円

　第２項　営業外収益    193,656千円

　第３項　特別利益      2,000千円

　　　　　支　　　　　　出

第１款　簡易水道事業費用    178,464千円

　第１項　営業費用    161,905千円

　第２項　営業外費用     15,559千円

　第３項　予備費      1,000千円

令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額163,919千円は、損益勘定留保資金42,686千円、利益剰余金121,233千円で

補てんするものとする。）

　　　　　収　　　　　　入

第１款　簡易水道事業資本的収入  19,628千円

　第１項　企業債    8,100千円

　第２項　補償金    11,528千円

　　　　　支　　　　　　出

第１款　簡易水道事業資本的支出  183,547千円

　第１項　建設改良費     91,527千円

　第２項　企業債償還金     92,020千円

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権
者と協定するものによる。ただし、財
政その他の都合により据置期間及び償
還期限を短縮又は延長し、繰上償還も
しくは低利に借換することができる。

証書借入

5.0％以内(ただし、利率の
見直し方式で借り入れる地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率)

簡易水道事業債 8,100 千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)　職員給与費　　　 　16,298千円

（他会計からの補助金）

第９条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1)　一般会計補助金　　168,718千円

（利益剰余金の処分）

第10条　繰越利益剰余金のうち、121,233千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)　減債積立金　　　　121,233千円

（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、1,913千円と定める。

　　令和８年３月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下郷町長　　星　　學
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（単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

受取利息及び受取配当金

支払利息

未収金の増減額(△は増加) △ 1,615

未払金の増減額(△は減少) 16

固定資産除却損

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

162,521

△ 84,945

0

11,528

△ 73,417

令和８年度下郷町簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

△ 8,259

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

121,361

67,490

73

△ 24,804

△ 133

8,259

0

170,647

133
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３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計からの出資による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

8,100

△ 92,020

△ 83,920

5,184

18,316

23,500
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　　１　特　別　職

期 末 手 当

(千円)

年間支給率

(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

給　　与　　費　　明　　細　　書

備 考

本 年 度

長 等

議 員

比 較

給 与 費

共済費 合 計職員数
報 酬 給 料 地域手当 計区　　　　　　分 その他の

手　　当

長 等

前 年 度

長 等

議 員

その他の特別職

計

議 員

その他の特別職

計

その他の特別職

計

寒冷地手当
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　　２　一　般　職

（１）　総　　　括

198 90 0

区 分

90

管理職手当

合　　　計

16,298

前年度

超過勤務

(千円)

宿日直手当

(千円) 手当(千円) 手当(千円)

479

児童手当

(千円)

住居手当

(千円)(千円)

15,819

△ 94

(千円)

0

0

120

779 1,736 1,458 156

1,505 156 0

1200

800 1,833

(千円)

期末手当 勤勉手当 寒冷地手当

(千円)

管理職特別

2,391

（千円）

共　済　費

（千円）

2,485

区　　分 報　　　　　酬

前年度

給 与 費

（千円）

職　員　手　当 計
職員数

（人）

本年度 2

（千円）

給　　　　　料

（千円）

7,702 5,632 13,334

内　　　訳

0 8,045 5,862 13,907

比 較

2

0

0

0 343 230 573

216 0職員手当の

扶養手当 通勤手当

(千円)

本年度 0

特殊勤務

0

0 018 0 0 0 0 097 4721比 較 0

退職手当

(千円)

1,142

1,095

47

備　　考

0

勤 務 手 当
( 千 円 )

0
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分
職員数

給 与 費
共　済　費

前年度 2 7,702 5,632 13,334 2,485 15,819

本年度 2 8,045 5,862 13,907

合　　　計報　　　　　酬 給　　　　　料 職　員　手　当

勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 児童手当 宿日直手当

2,391 16,298

計

△ 94 479

区 分
管理職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務 超過勤務 期末手当

比 較 0 343 230 573

0 216 90 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円)

1,458 156 0 120 0 0

0 0

内　　　訳 前年度 0 198 90 0 779 1,736

800 1,833 1,505 156 0 120職員手当の 本年度

0 021 97 47 0 0 0比 較 0 18 0 0

退職手当

(千円)

1,142

1,095

47

備　　考

勤 務 手 当
( 千 円 )

管理職特別
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　　イ　会計年度任用職員

（千円）

区　　分

給 与 費
共　済　費

0

報　　　　　酬 給　　　　　料 職　員　手　当 計

本年度

（千円） （千円） （千円） （千円）

0 0

0

勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 管理職特別

0 0

区 分
管理職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務 超過勤務 期末手当

0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円)

職員手当の 本年度

内　　　訳 前年度

前年度

比 較

0 0 0 0 0比 較 0 0

備　　考

退職手当

(千円)(千円)
勤 務 手 当
( 千 円 )

合　　　計
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　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増 減 額 説 明 備 考

（千円）

増 減 事 由 別 内 訳

職 員 手 当
給料表改定による増　　　21千円
扶養手当の改定による増　18千円
給与改定による増　　 　190千円

そ の 他 の 増 減 分 1

給 料 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

230

（千円）

制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分

260

区 分

83

0

229

343

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分
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　　（３）　給料及び職員手当の状況

ア

(円)

(円)

(歳)

(円)

(円)

(歳)

イ

職員1人当たり給与

初 任 給

43.0

233,200平 均 給 料 月 額

241,400令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

一 般 行 政 職

334,450

396,709

26.0

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢

区 分

令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

区 分 一般行政職 (円)

大 学 卒

204,000

236,700

高 校 卒
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　　ウ　級 別 職 員 数

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数で、外書き。

区 分
一 般 行 政 職

1 50.0

1 50.0
(　)

級

1 50.0
2 級

(　) (　)

職 員 数 ( 人 ) 構 成 比 ( ％ )

1 級
(　)

4 級
(　)

(　) (　)

(　) (　)
2 100.0

4 級

5 級
(　)

(　)

(　)

1 50.0

(　)

(　)

(　)

(　)
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

(　) (　)

計
(　) (　)

6 級

2 100.0

(　)

(　)
2 級

3 級

令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

1 級
(　) (　)

3 級
(　) (　)

(　) (　)

計

5 級

6 級
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(級別の標準的な職務内容)

区 分

一 般 行 政 職
任の程度が前号と同

職務

１．主事補、技師補、

主事、技師、保健師、

保育士及び栄養士の

等と認められる職務

任の程度が前号と同 等と認められる職務

等と認められる職務

幹の職務 ２．職務内容及び責

等と認められる職務 任の程度が前号と同 任の程度が前号と同 ２．職務内容及び責 任の程度が前号と同

任の程度が前号と同 ２．職務内容及び責

１．課長、教育次長、１．困難な業務を行う

２．職務内容及び責 主任主査の職務 主幹の職務 議会事務局長及び主 課長、参事の職務

１．副主査の職務 １．係長、主査及び

6 級1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

２．職務内容及び責 等と認められる職務 等と認められる職務

１．課長補佐及び副

２．職務内容及び責
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エ　昇　　給

(A) (人)

(B) (人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

(A) (人)

(B) (人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)比 率 (B) / (A)

合 計
代表的な職種

比 率 (B) / (A)

職 員 数

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳

２号給

４号給

６号給

区 分

職 員 数

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳

２号給

４号給

８号給

号給

2 2

2

2 2

100.0 100.0

一 般 行 政 職

2 2

2 2

前

年

度

本

年

度

2

100.0 100.0

６号給

８号給

号給

2 2
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オ　期末手当・勤勉手当

（　　）は再任用

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

一 般会 計の 制度
( 支 給 率 等 )

24.586875 33.27075 47.709 特別措置

(2％～20％加算)

47.709

定年前早期退職

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

有

有

有
(　)

その他の加算措置等

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 特別措置

区 分 ２０年勤続の者(月分) ２５年勤続の者(月分) ３５年勤続の者(月分)

一 般会 計の 制度

前 年 度

(2.35)

2.325 2.325 4.65

(1.175 )

(2.40)

2.300 2.300 4.60

(1.200 ) (1.200 ) (　)

(1.175 )

本 年 度

区 分

支 給 期 別 支 給 率

６ 月 ( 月 分 ) １２月(月分) ３ 月 ( 月 分 )

2.325 2.325

(1.225 ) (1.225 ) (　)

支給率計(月分) 備 考

備 考

定年前早期退職

47.709

(2％～20％加算)

(2.45)

4.65

最 高 限 度(月分)
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キ　その他の手当

扶 養 手 当 同 じ

差 異 の 内 容区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 動

通 勤 手 当 同 じ

住 居 手 当 同 じ
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（単位：千円）

１　固定資産

(1) 有形固定資産 2,435,496

有形固定資産減価償却累計額 △ 202,727 2,232,769

イ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 2,232,769

(2) 無形固定資産

イ リース資産 0

ロ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の資産

イ 基金 11,643

ロ その他の投資 0

投資合計 11,643

固定資産合計 2,244,412

２　流動資産

(1) 現金預金 23,500

(2) 未収金 77,923

貸倒引当金 0 77,923

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 101,423

資産合計 2,345,835

令和８年度下郷町簡易水道事業予定貸借対照表
（令和9年3月31日）

資　　産　　の　　部
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３　固定負債

(1) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

245,755

ロ その他の企業債 0

企業債合計 245,755

(2) リース負債 0

固定負債合計 245,755

４　流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

84,314

企業債合計 84,314

(3) リース負債 0

(4) 未払金 815

(5) 賞与等引当金 1,336

(6) その他流動資産 0

流動負債合計 86,465

５　繰延収益

長期前受金 839,744

長期前受金収益化累計額 △ 74,670

繰延収益合計 765,074

負債合計 1,097,294

負　　債　　の　　部
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６　資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 971,527

ロ 繰入資本金 0

ハ 組入資本金 0

資本金合計 971,527

７　剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 0

ロ 工事負担金 0

ハ 寄附金 0

ニ 補助金 0

ホ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 72,647

ロ 利益積立金 0

ハ 建設改良積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 204,367

利益剰余金合計 277,014

剰余金合計 277,014

資本金合計 1,248,541

負債資本合計 2,345,835

資　　本　　の　　部
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（単位：千円）

１　固定資産

(1) 有形固定資産 2,350,551

有形固定資産減価償却累計額 △ 135,237 2,215,314

イ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 2,215,314

(2) 無形固定資産

イ リース資産 0

ロ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の資産

イ 基金 11,643

ロ その他の投資 0

投資合計 11,643

固定資産合計 2,226,957

２　流動資産

(1) 現金預金 18,316

(2) 未収金 76,308

貸倒引当金 0 76,308

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 94,624

資産合計 2,321,581

令和７年度下郷町簡易水道事業予定貸借対照表
（令和8年3月31日）

資　　産　　の　　部
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３　固定負債

(1) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

321,969

ロ その他の企業債 0

企業債合計 321,969

(2) リース負債 0

固定負債合計 321,969

４　流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

92,020

企業債合計 92,020

(3) リース負債 0

(4) 未払金 799

(5) 賞与等引当金 1,263

(6) その他流動資産 0

流動負債合計 94,082

５　繰延収益

長期前受金 828,216

長期前受金収益化累計額 △ 49,866

繰延収益合計 778,350

負債合計 1,194,401

負　　債　　の　　部
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６　資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 971,527

ロ 繰入資本金 0

ハ 組入資本金 0

資本金合計 971,527

７　剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 0

ロ 工事負担金 0

ハ 寄附金 0

ニ 補助金 0

ホ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 72,647

ロ 利益積立金 0

ハ 建設改良積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 83,006

利益剰余金合計 155,653

剰余金合計 155,653

資本金合計 1,127,180

負債資本合計 2,321,581

資　　本　　の　　部
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（単位：千円）

1　簡易水道事業営業収益

(1) 使用料 95,455

(2) 手数料 44

(3) その他営業収益 2,000 97,499

2　簡易水道事業営業費用

(1) 原水及び浄水費 8,535

(2) 配水及び給水費 58,611

(3) 総係費 26,668

(4) 減価償却費 67,848 161,662

営業利益 △ 64,163

3　簡易水道事業営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 19

(2) 他会計補助金 131,817

(3) 長期前受金戻入 25,091

(4) 雑収益 1 156,928

4　簡易水道事業営業外費用

(1) 支払利息 9,247

(2) 消費税 9,660

(3) 雑支出 65 18,972 137,956

経常利益 73,793

当年度純利益 73,793

前年度繰越利益剰余金 9,213

当年度未処分利益剰余金 83,006

令和７年度下郷町簡易水道事業予定損益計算書
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）
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１　重要な会計方針

(1)　資産の評価基準及び評価方法

　　　たな卸資産（貯蔵品）　　先入先出法による原価法によっている。

(2)　固定資産の減価償却の方法

　　イ　有形固定資産

　　　・減価償却の方法

　　　　　定額法による。

　　　・主な耐用年数

　　　　　建物　　　　　　15～50年

　　　　　構築物　　　　　10～60年

　　　　　機械及び装置　　 9～20年

(3)　引当金の計上方法

　　イ　退職給付引当金

　　　　　福島県市町村総合事務組合に加入しており、追加的な負担金は一般会計が負担するため、退職給付引当金は

　　　　計上していない。

　　ロ　賞与引当金及び法定福利費引当金

　　　　　職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに係る福島県市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支出に

　　　　備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4)　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によって行っている。

予算説明書における注記
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南会津郡下郷町

令 和 ８ 年 度

下郷町農業集落排水事業会計予算書





議案第５２号

（総　則）

第１条　令和８年度下郷町農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)　加入戸数　　　 　　　　50戸

(2)　年間汚水処理量　 　25,826㎥　　　　

(3)　一日平均処理量　   　　71㎥

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　収　　　　　　入

第１款　農業集落排水事業収益 　 33,716千円

　第１項　営業収益 7,801千円

　第２項　営業外収益 25,915千円

　　　　　支　　　　　　出

第１款　農業集落排水事業費用 　 31,515千円

　第１項　営業費用 29,361千円

　第２項　営業外費用 1,154千円

　第３項　予備費 1,000千円

令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,210千円は、損益勘定留保資金1,009千円、繰越利益剰余金2,201千円で補てん

するものとする。)

　　　　　収　　　　　　入

第１款　農業集落排水事業資本的収入   　                           2,000千円

　第１項　企業債                                                  2,000千円

　　　　　支　　　　　　出

第１款　農業集落排水事業資本的支出     　                         5,210千円

　第１項　企業債償還金                                            5,210千円

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

農業集落排水事業債

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

証書借入

5.0％以内(ただし、利率の
見直し方式で借り入れる地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率)

政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権
者と協定するものによる。ただし、財
政その他の都合により据置期間及び償
還期限を短縮又は延長し、繰上償還も
しくは低利に借換することができる。

2,000 千円
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)　職員給与費　　 　　6,575千円

（他会計からの補助金）

第９条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1)　一般会計補助金　　22,950千円

（利益剰余金の処分）

第10条　繰越利益剰余金のうち、2,201千円は、次のとおり処分するものとする。

(1)　減債積立金　　　　2,201千円

　　令和８年３月１０日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下郷町長　　星　　學
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（単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

受取利息及び受取配当金

支払利息

未収金の増減額(△は増加) △ 3

未払金の増減額(△は減少) 125

固定資産除却損

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

令和８年度下郷町農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

△ 514

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

4,800

3,973

7

△ 2,964

-1

514

0

6,451

1

5,938

0

0

0

0
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３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計からの出資による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

2,000

△ 5,210

△ 3,210

2,728

16,043

18,771
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　　１　特　別　職

期 末 手 当

(千円)

年間支給率

(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

寒冷地手当

計

議 員

その他の特別職

計

その他の特別職

計

給　　与　　費　　明　　細　　書

備 考

本 年 度

長 等

議 員

比 較

給 与 費

共済費 合 計職員数
報 酬 給 料 地域手当 計区　　　　　　分 その他の

手　　当

長 等

前 年 度

長 等

議 員

その他の特別職
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　　２　一　般　職

（１）　総　　　括

退職手当

(千円)

497

466

31

備　　考

0

勤 務 手 当
( 千 円 )

0

0 00 0 0 0 0 044 373比 較 0

内　　　訳

0 3,410 2,197 5,607

比 較

1

0

0

0 224 115 339

0 0職員手当の

扶養手当 通勤手当

(千円)

本年度 0

特殊勤務

0

区　　分 報　　　　　酬

前年度

給 与 費

（千円）

職　員　手　当 計
職員数

（人）

本年度 1

（千円）

給　　　　　料

（千円）

3,186 2,082 5,268

(千円)

期末手当 勤勉手当 寒冷地手当

(千円)

管理職特別

968

（千円）

共　済　費

（千円）

1,080

0

0

0

31 662 557 57

594 57 309

0309

34 706

0 0 0

区 分

0

管理職手当

合　　　計

6,575

前年度

超過勤務

(千円)

宿日直手当

(千円) 手当(千円) 手当(千円)

227

児童手当

(千円)

住居手当

(千円)(千円)

6,348

△ 112

(千円)
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

退職手当

(千円)

497

466

31

備　　考

勤 務 手 当
( 千 円 )

管理職特別

0 03 44 37 0 0 0比 較 0 0 0 0

557 57 309 0 0 0

0 0

内　　　訳 前年度 0 0 0 0 31 662

34 706 594 57 309 0職員手当の 本年度 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円)
区 分

管理職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務 超過勤務 期末手当

比 較 0 224 115 339

合　　　計報　　　　　酬 給　　　　　料 職　員　手　当

勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 児童手当 宿日直手当

968 6,575

計

△ 112 227

前年度 1 3,186 2,082 5,268 1,080 6,348

本年度 1 3,410 2,197 5,607

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分
職員数

給 与 費
共　済　費
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　　イ　会計年度任用職員

備　　考

退職手当

(千円)(千円)
勤 務 手 当
( 千 円 )

合　　　計

前年度

比 較

0 0 0 0 0比 較 0 0

職員手当の 本年度

内　　　訳 前年度

(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円)

勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 児童手当 宿日直手当 管理職特別

0 0

区 分
管理職手当 扶養手当 通勤手当 特殊勤務 超過勤務 期末手当

0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円)

0 0

0

（千円）

区　　分

給 与 費
共　済　費

0

報　　　　　酬 給　　　　　料 職　員　手　当 計

本年度

（千円） （千円） （千円） （千円）
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　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増 減 額 説 明 備 考

（千円）

93

0

115

224

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分

増 減 事 由 別 内 訳

職 員 手 当
給料表改定による増　　 　 34千円
期末手当等の改定による増  81千円

そ の 他 の 増 減 分 0

給 料 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

115

（千円）

制 度 改 定 に 伴 う 増 減 分

131

区 分

-55-

-55-



　　（３）　給料及び職員手当の状況

ア

(円)

(円)

(歳)

(円)

(円)

(歳)

イ

区 分

令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

区 分 一般行政職 (円)

大 学 卒

204,000

236,700

高 校 卒

職員1人当たり給与

初 任 給

33.0

264,400平 均 給 料 月 額

347,213令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

一 般 行 政 職

279,300

324,106

32.0

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢
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　　ウ　級 別 職 員 数

（　　）内は、再任用短時間勤務職員数で、外書き。

令 和 8 年 1 月 1 日 現 在

1 級
(　) (　)

3 級
(　) (　)

(　) (　)

計

5 級

6 級

令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

(　) (　)

計
(　) (　)

6 級

1 100.0

(　)

(　)
2 級

3 級

1 100.0

(　)

(　)

(　)

(　)
4 級

5 級
(　)

(　)

(　)

職 員 数 ( 人 ) 構 成 比 ( ％ )

1 級
(　)

4 級
(　)

(　) (　)

(　) (　)
1 100.0

区 分
一 般 行 政 職

(　)

級

1 100.0
2 級

(　) (　)
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(級別の標準的な職務内容)

２．職務内容及び責 等と認められる職務 等と認められる職務

１．課長補佐及び副

２．職務内容及び責

6 級1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

１．課長、教育次長、１．困難な業務を行う

２．職務内容及び責 主任主査の職務 主幹の職務 議会事務局長及び主 課長、参事の職務

１．副主査の職務 １．係長、主査及び

幹の職務 ２．職務内容及び責

等と認められる職務 任の程度が前号と同 任の程度が前号と同 ２．職務内容及び責 任の程度が前号と同

任の程度が前号と同 ２．職務内容及び責

任の程度が前号と同 等と認められる職務

等と認められる職務

区 分

一 般 行 政 職
任の程度が前号と同

職務

１．主事補、技師補、

主事、技師、保健師、

保育士及び栄養士の

等と認められる職務
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エ　昇　　給

(A) (人)

(B) (人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

(A) (人)

(B) (人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

前

年

度

本

年

度

1

100.0 100.0

６号給

８号給

号給

1 1

一 般 行 政 職

1 1

1 1

100.0 100.0

８号給

号給

1 1

1

1 1

比 率 (B) / (A)

合 計
代表的な職種

比 率 (B) / (A)

職 員 数

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳

２号給

４号給

６号給

区 分

職 員 数

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳

２号給

４号給
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オ　期末手当・勤勉手当

（　　）は再任用

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支給率計(月分) 備 考

備 考

定年前早期退職

47.709

(2％～20％加算)

(2.45)

4.65

最 高 限 度(月分)

本 年 度

区 分

支 給 期 別 支 給 率

６ 月 ( 月 分 ) １２月(月分) ３ 月 ( 月 分 )

2.325 2.325

(1.225 ) (1.225 ) (　)

前 年 度

(2.35)

2.325 2.325 4.65

(1.175 )

(2.40)

2.300 2.300 4.60

(1.200 ) (1.200 ) (　)

(1.175 ) (　)

その他の加算措置等

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 特別措置

区 分 ２０年勤続の者(月分) ２５年勤続の者(月分) ３５年勤続の者(月分)

一 般会 計の 制度

定年前早期退職

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

有

有

有

一 般会 計の 制度
( 支 給 率 等 )

24.586875 33.27075 47.709 特別措置

(2％～20％加算)

47.709
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キ　その他の手当

通 勤 手 当 同 じ

住 居 手 当 同 じ

扶 養 手 当 同 じ

差 異 の 内 容区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 動
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（単位：千円）

１　固定資産

(1) 有形固定資産 102,530

有形固定資産減価償却累計額 △ 11,999 90,531

ア 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 90,531

(2) 無形固定資産

ア リース資産 0

イ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券 0

イ その他の投資 0

投資合計 0

固定資産合計 90,531

２　流動資産

(1) 現金預金 18,771

(2) 未収金 575

貸倒引当金 0 575

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 19,346

資産合計 109,877

令和８年度下郷町農業集落排水事業予定貸借対照表
（令和9年3月31日）

資　　産　　の　　部
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３　固定負債

(1) 企業債

ア
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

23,849

イ その他の企業債 0

企業債合計 23,849

(2) リース負債 0

固定負債合計 23,849

４　流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

ア
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,931

企業債合計 4,931

(3) リース負債 0

(4) 未払金 4,047

(5) 賞与等引当金 519

(6) その他流動負債 0

流動負債合計 9,497

５　繰延収益

長期前受金 73,029

長期前受金収益化累計額 △ 8,893

繰延収益合計 64,136

負債合計 97,482

負　　債　　の　　部
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６　資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金 △ 10,191

イ 繰入資本金 0

ウ 組入資本金 0

資本金合計 △ 10,191

７　剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額 0

イ 工事負担金 0

ウ 寄附金 0

エ 補助金 1,500

オ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 1,500

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金 3,294

イ 利益積立金 0

ウ 建設改良積立金 0

エ 当年度未処分利益剰余金 17,792

利益剰余金合計 21,086

剰余金合計 22,586

資本金合計 12,395

負債資本合計 109,877

資　　本　　の　　部
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（単位：千円）

１　固定資産

(1) 有形固定資産 102,530

有形固定資産減価償却累計額 △ 8,026 94,504

イ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 94,504

(2) 無形固定資産

イ リース資産 0

ロ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 0

(3) 投資その他の資産

イ 基金 0

ロ その他の投資 0

投資合計 0

固定資産合計 94,504

２　流動資産

(1) 現金預金 16,043

(2) 未収金 572

貸倒引当金 0 572

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 16,615

資産合計 111,119

令和７年度下郷町農業集落排水事業予定貸借対照表
（令和8年3月31日）

資　　産　　の　　部
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３　固定負債

(1) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

26,780

ロ その他の企業債 0

企業債合計 26,780

(2) リース負債 0

固定負債合計 26,780

４　流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,210

企業債合計 5,210

(3) リース負債 0

(4) 未払金 3,922

(5) 賞与等引当金 512

(6) その他流動負債 0

流動負債合計 9,644

５　繰延収益

長期前受金 73,029

長期前受金収益化累計額 △ 5,929

繰延収益合計 67,100

負債合計 103,524

負　　債　　の　　部

-66-

-66-



６　資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 △ 10,191

ロ 繰入資本金 0

ハ 組入資本金 0

資本金合計 △ 10,191

７　剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 0

ロ 工事負担金 0

ハ 寄付金 0

ニ 補助金 1,500

ホ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 1,500

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 3,294

ロ 利益積立金 0

ハ 建設改良積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 12,992

利益剰余金合計 16,286

剰余金合計 17,786

資本金合計 7,595

負債資本合計 111,119

資　　本　　の　　部
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（単位：千円）

1　農業集落排水営業収益

(1) 農業集落排水使用料 6,910 6,910

2　農業集落排水事業営業費用

(1) 処理場費 24,654

(2) 総係費 10,772

(3) 減価償却費 4,013 39,439

営業利益 △ 32,529

3　農業集落排水事業営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 1

(2) 他会計補助金 37,029

(3) 長期前受金戻入 2,964

(4) 雑収益 0 39,994

4　農業集落排水事業営業外費用

(1) 支払利息 544

(2) 消費税 790 1,334 38,660

経常利益 6,131

当年度純利益 6,131

前年度繰越利益剰余金 6,861

当年度未処分利益剰余金 12,992

令和７年度下郷町農業集落排水事業予定損益計算書
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）
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１　重要な会計方針

(1)　資産の評価基準及び評価方法

　　　たな卸資産（貯蔵品）　　先入先出法による原価法によっている。

(2)　固定資産の減価償却の方法

　　イ　有形固定資産

　　　・減価償却の方法

　　　　　定額法による。

　　　・主な耐用年数

　　　　　建物　　　　　　15～50年

　　　　　構築物　　　　　10～60年

　　　　　機械及び装置　　 9～20年

(3)　引当金の計上方法

　　イ　退職給付引当金

　　　　　福島県市町村総合事務組合に加入しており、追加的な負担金は一般会計が負担するため、退職給付引当金は

　　　　計上していない。

　　ロ　賞与引当金及び法定福利費引当金

　　　　　職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに係る福島県市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支出に

　　　　備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4)　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によって行っている。

予算説明書における注記
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